
和歌山県ふるさと納税型クラウドファンディング事業実施要領 

 

（通則） 

第１条 この要領は、和歌山県ふるさと納税型クラウドファンディング奨励金（以下「奨

励金」という。）の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 ふるさと納税を活用したクラウドファンディングにより、公益財団法人わかやま

産業振興財団において実施する「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の採択者の

さらなる資金調達を支援することを目的とする。 

（事業実施主体） 

第３条 奨励金の支給対象者は、公益財団法人わかやま産業振興財団において実施する「わ

かやま地域課題解決型起業支援補助金」の採択者のうち希望する者（以下「プロジェク

ト実行者」という。）とする。 

（対象事業） 

第４条 奨励金の支給対象となる事業は、プロジェクト実行者が実施する事業で、知事が

適当と認める事業とする。 

２ 前項の事業は、「わかやま地域課題解決型起業支援補助金」の一つの採択事業につき、

一つまでとする。 

（事業実施計画書等の提出） 

第５条 第４条に定める対象事業を実施しようとするプロジェクト実行者は事業申請書

（様式第１号）に必要書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

（事業の認定） 

第６条 知事は、事業実施計画書等の提出があったときは、その内容を審査し適当と認め

られた場合は、支援対象事業プロジェクトとして認定し、プロジェクト実行者に通知す

るものとする。 

（寄付金の募集） 

第７条 知事は、前条で認定した事業をクラウドファンディングサイトに掲載し、ふるさ

と納税として寄附金を募集するものとする。 

（計画変更の承認） 

第８条 プロジェクト実行者は、事業実施計画書の内容を変更する場合は計画変更承認申

請書（様式第２号）を知事に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、軽微な内容の変更の場合を除く。 

（認定の辞退） 

第９条 第７条の認定を辞退しようとするプロジェクト実行者は、認定辞退届（様式第３

号）により知事に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 



第１０条 知事は、プロジェクト実行者が以下の各号に該当するときは、認定を取り消す

ことができる。 

（１）虚偽の申請により認定を受けたとき 

（２）前条の規定により認定の辞退の届け出があったとき。 

（３）事業プロジェクトを中止または廃止し、再開の見込みがないとき。 

（４）前各号に定めるもののほか、認定を取り消すべき重大な事由が発生したとき。 

２ 知事は、前項の規定により認定を取り消したときはその旨を通知するものとする。 

（支給額） 

第１１条 知事は、予算の範囲内において、対象事業に対して集まった寄附金の額から手

数料（寄附金の額に１７％を上限として乗じて得た金額に、消費税および地方消費税の

額を加算した金額。）を除いた額を上限に、プロジェクト実行者に奨励金を支給する。

ただし、各プロジェクト実行者が定める目標額（以下「寄附目標額」という。）を達成

した場合のみ支給するものとする。 

２ 目標額の下限は、３０万円とする。 

（支給の申請） 

第１２条 プロジェクト実行者は、寄附目標額を達成したときは、ふるさと納税の募集が

終了した日の翌日から起算して１か月以内に、奨励金支給申請書（様式第４号）により

知事に申請するものとする。 

（奨励金の支給の決定） 

第１３条 知事は、前条の支給の申請があったときは、奨励金の支給または不支給の決定

をして、支給決定通知書（様式第５号）または不支給決定通知書（様式第６号）により

申請者に通知するものとする。 

（奨励金の支給） 

第１４条 知事は、前条の奨励金の支給の決定を行ったときは、速やかに奨励金を支給す

るものとする。ただし、全ての事業プロジェクトに対する支給総額が当初予算額を超え

た場合は、その限りでない。 

（事業実績の報告） 

第１５条 プロジェクト実行者は、事業プロジェクトが完了したときは、事業が完了した

日から起算して１か月以内に事業実績報告書（様式第７号）を知事に提出するものとす

る。 

（奨励金の返還） 

第１６条 知事は、奨励金の支給を受けたプロジェクト実行者が、偽りその他不正な行為

によって奨励金の支給を受けたと認めるときは、支給決定取消・返還通知書（様式第８

号）により支給決定を取り消し、支給額全額を返還させるものとする。 

 

附 則 この要領は、令和２年２月２５日から施行する。 



附 則 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 


